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お
住
ま
い
の
行
政
区
に
よ
り

避
難
場
所
が
指
定
さ
れ
ま
す

　

小
学
校
区
単
位
の
指
定
と
し
、

西
小
学
校
区（
西
・
北
地
区
）の
か

た
は
北
地
区
が
避
難
場
所
、
東
小

学
区（
東
・
南
地
区
）の
か
た
は
東

地
区
が
避
難
場
所
で
す
。

　

た
だ
し
、
自
宅
で
の
垂
直
避
難

が
可
能
な
か
た
と
、
行
政
区
内
に

屋
内
避
難
場
所
が
あ
る
５
区
・
６

区
の
か
た
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま

で
車
の
確
保
先
の
指
定
で
あ
り
、

人
の
避
難
は
避
難
可
能
な
自
宅
ま

た
は
区
内
の
指
定
避
難
場
所
と
な

り
ま
す
。

ス
ペ
ー
ス
に
限
り
が
あ
る
た
め

避
難
場
所
で
は
制
限
が
あ
り
ま
す

　

屋
内
避
難
場
所
の
ス
ペ
ー
ス
は

限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
本
計
画
は

車
中
避
難
を
基
本
と
し
、
次
の
制

限
を
設
定
し
ま
す
。

▼
避
難
す
る
車
は
、
１
世
帯
あ
た

り
１
台
と
し
ま
す
。

▼
車
中
避
難
は
、
１
台
あ
た
り
最

低
２
人
に
車
中
に
留
ま
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

▼
３
人
以
上
で
避
難
し
た
場
合
、

３
人
目
か
ら
は
最
寄
り
の
屋
内
避

難
ス
ペ
ー
ス
に
避
難
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
屋
内
避

難
を
強
制
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

▼
車
の
確
保
先
と
し
て
指
定
を
受

け
て
い
る
自
宅
で
の
垂
直
避
難
が

可
能
な
か
た
と
５
区
・
６
区
の
か

た
は
、
車
の
避
難
場
所
の
安
全
管

理
上
、
最
低
１
人
の
乗
車
を
必
要

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
世
帯
内
で

避
難
場
所
が
分
か
れ
て
し
ま
う
た

め
、
世
帯
全
員
で
の
車
中
避
難
を

す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
こ
の
場

合
、
３
人
目
以
上
の
か
た
の
屋
内

ス
ペ
ー
ス
は
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

▼
ペ
ッ
ト
同
行
避
難
者
は
、
ペ
ッ

ト
用
の
屋
内
避
難
ス
ペ
ー
ス
を
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、

ペ
ッ
ト
と
一
緒
に
車
中
避
難
を
し

て
い
た
だ
く
か
、
ペ
ッ
ト
を
他
の

避
難
者
の
支
障
に
な
ら
な
い
屋
外

ス
ペ
ー
ス
に
係
留
し
て
の
避
難
と

な
り
ま
す
。

▼
一
度
避
難
を
し
た
車
は
、
災
害

対
策
本
部
か
ら
避
難
指
示
解
除
の

発
令
が
あ
る
ま
で
、
避
難
場
所
か

ら
出
庫
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

駐
車
許
可
証
の
使
用

　

避
難
場
所
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
誘

導
に
よ
る
道
路
渋
滞
の
軽
減
の
た

め
、
駐
車
許
可
証
を
作
成
し
、
避

難
想
定
世
帯
へ
配
布
し
ま
す
。

避
難
者
の
受
入
体
制

　

避
難
者
の
受
入
れ
は
、
自
主
防

災
組
織
を
中
心
と
し
て
、町
職
員
、

防
災
士
な
ど
が
協
力
し
て
行
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
自
主
防
災
組
織

な
ど
は
、
住
民
の
避
難
が
集
中
す

る
前
に
、
避
難
者
の
受
入
体
制
を

万
全
に
整
え
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
の
行

動
計
画
で
行
っ
て
い
た
「
警
戒
レ

ベ
ル
４
避
難
指
示
」
発
令
後
の
未

避
難
世
帯
確
認
は
実
施
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
避
難
者
は
、
各
自
で

避
難
情
報
な
ど
を
入
手
し
、
身
を

守
る
行
動
を
と
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

広
域
避
難
を
再
検
討
し
て
く
だ
さ
い

本
計
画
は
、
住
民
避
難
行
動
調

査
に
よ
り
把
握
し
た
町
の
避
難
場

所
を
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
の
た

め
の
、
一
時
的
な
避
難
計
画
に
な
り

ま
す
。
町
指
定
避
難
場
所
は
、
決

し
て
快
適
な
場
所
で
は
な
く
、
河

川
が
決
壊
す
れ
ば
、
最
大
で
４
週

間
程
度
、
浸
水
に
よ
り
身
動
き
が

と
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

今
一
度
、
浸
水
の
恐
れ
が
な
い

町
外
の
親
戚
、
知
人
宅
や
宿
泊
施

設
な
ど
へ
の
避
難
を
ご
検
討
く
だ

さ
い
。

　

そ
の
他
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
計
画
の

資
料
を
掲
載
し
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

行政区 指定避難場所 指定避難経路
第１行政区 西岡地区緊急避難場所

（北部公民館、ＪＡ板倉北支所を含む）

指定なし
第３行政区 斗合田岩田岡里線→館林藤岡線→南光院ルート
第４行政区 斗合田岩田岡里線→館林藤岡線→南光院ルート
第５行政区 ※ 西小学校、ＪＡ板倉西支所 車の確保先は

西岡地区緊急
避難場所

カントリー西側通り→海老瀬館林線→館林藤岡線ルート
第６行政区 ※ 板倉高等学校、板倉中学校 カントリー西側通り→海老瀬館林線→館林藤岡線ルート
第２行政区

旧北小学校校庭（北保育園を含む）
除川板倉線ルート

第７行政区 旧３５４号→除川板倉線ルート
第８行政区

海老瀬地区緊急避難場所

藤の木橋→新３５４号→海老瀬下五箇線→板倉籾谷館林線ルート
第13行政区 板倉籾谷館林線ルート
第14行政区 海老瀬下五箇線ルート
第15行政区 海老瀬下五箇線ルート
第９行政区

東小学校校庭
八間樋橋通り→旧３５４号ルート

第10行政区 新３５４号→旧３５４号ルート
第11行政区 旧３５４号ルート

第12行政区

わたらせ自然館
北海老瀬集会所
海老瀬東公民館
宿中山集会所
共盛集会所

指定なし

※ ５区・６区は、人の避難場所は区内の屋内避難場所であり、車の確保先が「西岡地区緊急避難場所」になります。

　行政区の指定避難場所および指定避難経路は下記のとおりです。避難場所までの道路渋滞の軽減を図るため、避
難の際は指定避難経路を進み、指定避難場所まで車で移動してください。

各行政区の指定避難場所・指定避難経路はこちら

洪水時住民避難計画を策定洪水時住民避難計画を策定
　町では、住民の生命と財産を守るため、利根川、渡良瀬川の決壊など　町では、住民の生命と財産を守るため、利根川、渡良瀬川の決壊など
による想定最大規模の洪水を想定し、車での移動、車中での避難を基本による想定最大規模の洪水を想定し、車での移動、車中での避難を基本
とした「板倉町洪水時住民避難計画」を策定しました。とした「板倉町洪水時住民避難計画」を策定しました。

問合せ　安全安心係
８２－６１２３

計画の詳細は、
こちらからご確
認ください

計画を基に避難訓練を実施します

　町民と関係機関が連携して災害時の対応訓練を実施することで、避難計画をより実践的なものにす
ることを目的とします。
　今回から、指定避難場所が大きく変わります。また、避難方法も多くのかたが車を使って避難する
ことになります。

実施日時　令和５年７月９日（日）【雨天決行】
　　　　　午前７時００分　「高齢者等避難」発令
　　　　　午前７時３０分　「避難指示」発令
　　　　　午前９時３０分　「避難解除」発令
訓練内容　情報伝達訓練（防災ラジオ・自主防災組織）、避難所開設訓練、
　　　　　災害広報訓練、交通誘導訓練、避難者受入訓練
避難場所　上記指定避難場所（指定避難経路を進み、指定避難場所まで車で移動）
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次ページの経路図をご確認ください。
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光
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旧国道354号線

谷田川

渡良瀬川

国
道
354号線

板倉町役場

臨時議会の混乱と町長提出再議書による事態収拾のいきさつ

　令和５年５月10日に開催された板倉町議会第１回臨時会において行われた「議長選挙」で混乱
がありました。このため５月22日に板倉町長が板倉町議会に対し、再議を要請いたしました。提
出された再議書は次のとおりです。

　この再議書を受け、板倉町議会で５月22日第１回臨時会が再開され、正副議長の再選挙が
行われました。
　この結果、新たに正副議長が選出され、板倉町議会の新構成が決まりました。
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西岡地区避難場所

東小学校区のかた

海老瀬地区避難場所

旧北小学校

指定避難経路図

多数のかたが一斉に避難を開始することにより、深刻な道路
渋滞が懸念されます。そのため、各行政区に避難経路を指定
することで、特定の道路への集中を回避する計画です。

西小学校区のかた

東小学校


